
牛、山羊、めん羊 等の反すう動物を飼養する皆さまへ
飼料の適正な使⽤をお願いします

反すう動物には動物由来たん白質を含むエサを与えること
はできません︕

山梨県⻄部家畜保健衛⽣所 電話・・・0551-22-0771     FAX・・・0551-22-6728
韮崎市本町３－５－２４ 夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018

ＢＳＥ
発⽣防止

Ａ飼料は専⽤の場所や容器で保管してください。Ａ飼料に使う台⾞やスコップ等も専⽤にしてください。
伝票や表⽰等からＡ飼料であることを確認してください。給与履歴がわかる帳簿等を保存しておいてください。

動物由来たん白質を含まない
もので、反すう動物に与える
ことができるものです。

A 飼料 とは

ＢＳＥの感染源となりうる原料を含んでいる飼料

反すう動物と、Ａ飼料以外の
エサを与える動物の飼養場所は

きちんと区別しましょう。
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